
第２次静岡市消費生活基本計画・静岡市消費者教育推進計画に係る実施計画 （令和４年度実績）

若
者

一
般

高
齢
者

1
食品衛生監視指導
事業

食品衛生監視指導計画（食品衛生法）に基
づき、食品衛生関係営業施設の許認可や監
視指導、食品等の収去検査、食品衛生の普
及向上、啓発のための講習会開催などを実
施する

現
状
維
持

- ○ ○ ○

営業許可件数　申請に応じて
処理
総指導監視件数　5,500件
収去検体数　300件
食品衛生講習会　申込みに応
じて実施

無

営業許可件数　2,552件
総指導監視研修　8,445件
収去件数　341件
食品衛生講習会　28回

有 A

食品衛生講習会については、
コロナの影響により計画通り
実施できなかったが、食品衛
生に関するリーフレットの配
布や動画の作成・配信をおこ
なった。また、食品営業施設
への立入検査を効率的に行っ
たことで、食品衛生の向上に
つながった。

                12,995 8,928 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

2 食の安全教室
小学生等を対象に学校の授業時間の中で食
中毒の予防などについて教室を開く

現
状
維
持

- ○ ○ 申込みに応じて10回程度開催 無

食の安全教室　9回実施
コロナウイルス感染症の影響
もあり、申込自体が少なかっ
た。

有 A

コロナの影響により申込み数
が減少したため目標に届かな
かったが、感染症対策を行っ
て教室を開催した他、手洗い
や食品添加物についての動画
をネットで公開し、食の安
全・安心に関する意識の向上
につながった。

                     304 258 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

3
食の安心・安全に
係る情報提供

食の安心・安全ホームページ「たべしず
ねっと」の運営及び「食の安心・安全」に
関する周知活動

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ アクセス数　40,000件 無 アクセス数　39,958件 無 A
食の安全情報に関する注意喚
起を行うことができた。

                     242 242 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

4
食の安心・安全啓
発等事業

生涯学習センター、生涯学習交流館との共
催により食の安全に関する講座を実施す
る。マタニティ教室の中で食の安全情報を
提供する

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リスクコミュニケーション
　申込みに応じて実施
マタニティ教室
　教室の開催に合わせて実施

無
リスクコミュニケーション
　申込みに応じて７回実施
マタニティ教室　19回実施

有 A

コロナの影響により申込み数
が少なかったが、参加者には
食の安全に関する知識を得て
もらうことができた。

                         - - 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

5
食の安心・安全ア
クションプランの
策定・推進

市の食の安全対策に係る事業計画を、４年
計画のアクションプランとして策定し、庁
内関係各課と連携して各事業の進捗管理・
ＰＲ（普及啓発）を実施することで食の安
全対策を推進していく

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ 計画に沿った事業実施 無 計画に沿った事業実施 無 A
計画に沿った事業を実施した
ことで食の安全対策が図れ
た。

                     112 73 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

6
食の安心・安全意
見交換会

生産者、食品等事業者、消費者、学識経験
者、報道関係者等で構成される「静岡市食
の意見交換会委員」が、食の安心・安全に
関するテーマやアクションプランについ
て、それぞれの立場で意見を表明する意見
交換会を年１～２回開催する

現
状
維
持

- ○ ○ ○ 年２回開催 無 ２回実施 無 A
委員の意見を確認し、各事業
の内容充実につながった。

                     288 173 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

9
ねずみ・衛生害虫
相談事業

ねずみ、衛生害虫の相談に応じ、駆除方法
の指導等を行う

現
状
維
持

分かりやすい説明に努
め、適切な駆除・防除
指導を行い、感染症の
予防と公衆衛生の向上
を図る

    ○ ○ ○
動物・昆虫媒介による感染症
発生件数０件

無
動物・昆虫媒介による感染症
発生件数０件（相談件数237
件）

無 A

相談者の理解を得ることがで
き、市民の感染症予防と公衆
衛生の意識の向上を図ること
ができた。

                  1,505 756 保健所生活衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

10 家庭用品安全対策
家庭用品を年間６５検体程度試買し、環境
保健研究所にて法の規制対象有害物質、規
格試験等の検査を行う

現
状
維
持

現状維持、状況に則し
た検体選定と検査依頼
を行い、家庭用品の安
全確保を図る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
以下の検査を実施
繊維製品等　65検体

無 繊維製品等　67検体 無 A
合計67検体の検査を実施した
結果、１件の違反を確認し、
指導を行った。

                     375 95 保健所生活衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

11
薬局、医薬品販売
業者に対する監視
指導の実施

医薬品販売業者等に対して、医薬品の品
質、有効性及び安全性の確保に関する必要
な指導を行う

現
状
維
持

監視員（薬剤師職員）
のレベルアップを図
り、効果的な立入検査
を行っていくことで、
市民の保健衛生上の危
害発生防止及び保健衛
生環境の向上を図る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
薬局及び医薬品販売業の監視
件数　250件（全体の3割）

無
薬局及び医薬品販売業の監視
件数　200件

有 Ｂ

薬局開設者、医薬品販売業者
等に対して、立入検査を実施
することで医薬品の品質、有
効性及び安全性の向上に貢献
することができた。新型コロ
ナウイルス感染症拡大により
保健所としての対応を優先し
たことで一斉立入り件数が減
となり監視件数が減となっ
た.。

                  2,819 1,677 保健所生活衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

12

旅館、公衆浴場、
理容所、美容所、
クリーニング所等
生活衛生関係営業
施設の衛生確保

旅館、公衆浴場、興行場、理容所、美容
所、クリーニング所等に対する許認可事務
及び営業施設立入調査による監視指導、浴
槽水等試験調査を実施する

現
状
維
持

監視員のレベルアップ
を図り、効果的な立入
検査・試験調査を行っ
ていくことで、市民の
保健衛生上の危害発生
防止及び保健衛生環境
の向上を図る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

監視件数
600施設
水質検査等試験検査件数
1,000件

無

監視件数
983施設
水質検査等試験検査件数
1,118件

無 A
生活衛生関係営業施設の生活
衛生の向上及び安全の確保に
貢献することができた。

                  2,825 1,703 保健所生活衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

13

生活衛生関係営業
者等への衛生思想
の普及啓蒙等を目
的とした生活衛生
協会事業の推進

営業施設への衛生指導員の巡回指導、生活
衛生知識習得のための講習会の実施及び従
事者の集団健康診断の実施

現
状
維
持

現状維持 ○ ○ ○

巡回指導件数
700施設

集団健康診断
12支部800人

無

巡回指導件数
650施設

集団健康診断
12支部669人

無 A

生活衛生関係営業施設の衛生
水準の向上及び営業者の生活
衛生知識の向上に貢献するこ
とができた。

                     790 790 保健所生活衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

決
算
額

(

千
円
）

所管課
幼
児

小
学
生

中
学
生

高
校
生

成人
事業実施計画
(目標値)

コ
ロ
ナ
に
よ
る

計
画
変
更

事業実施計画に対する実績

令和４年度事業実績

基本方針 基本施策 備考欄コ
ロ
ナ
の

実
績
へ
の
影
響

達
成
度

事業実施の効果
※コロナの影響「有」の場合
は具体的にどう影響したのか
この欄に合わせて記載してく

ださい

現
計
予
算

（

千
円
）

№ 事 業 名 称 事　業　概　要
方
向
性

令和４年度の到達目標

対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。



第２次静岡市消費生活基本計画・静岡市消費者教育推進計画に係る実施計画 （令和４年度実績）

若
者

一
般

高
齢
者

決
算
額

(

千
円
）

所管課
幼
児

小
学
生

中
学
生

高
校
生

成人
事業実施計画
(目標値)

コ
ロ
ナ
に
よ
る

計
画
変
更

事業実施計画に対する実績

令和４年度事業実績

基本方針 基本施策 備考欄コ
ロ
ナ
の

実
績
へ
の
影
響

達
成
度

事業実施の効果
※コロナの影響「有」の場合
は具体的にどう影響したのか
この欄に合わせて記載してく

ださい

現
計
予
算

（

千
円
）

№ 事 業 名 称 事　業　概　要
方
向
性

令和４年度の到達目標

対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

14 医療安全相談事業
医療に関する相談について、助言、医療関
係施設への連絡、他機関紹介を行うほか、
医療従事者の研修、医療情報の提供を行う

現
状
維
持

市政出前講座を活用し
てもらうことで、医療
安全支援センターの認
知度を高め、市民によ
りよい医療の提供を受
けるために必要なこと
をＰＲする

　 　 　 　 ○ ○ ○

相談応需件数900件を想定
（目標ではない）
市政出前講座満足度90％以上
医療従事者研修3回開催
患者相談窓口情報交換会1回
開催

無

相談応需件数は1,741件
市政出前講座満足度97%
医療従事者研修１回開催
患者相談窓口情報交換会
1回実施

有 A

出前講座（4回）、ホームペー
ジへの掲載を通じ医療安全支
援センターの認知度を高める
ことができた。医療従事者研
修が３回予定だったが、新型
コロナウイルス感染症対策の
ため、病院側の都合により２
回中止となった。

                     751 199 保健所生活衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

15
流通食品の放射性
物質検査

市内に流通する食品と学校給食等の放射能
を検査する

現
状
維
持

市内に流通する食品等
の放射性物質の測定を
行い、東日本大震災に
よる原子力発電所事故
以後の市民の食に対す
る不安に対応していく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農畜水産物　０検体 無
放射能測定装置を令和４年９
月末に修繕
農産物５検体

無 A

機器の修繕により検査を再開
し、10月以降に行政から依頼
のあった検査は全て実施する

ことができた。

                         - 47 環境保健研究所
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

16 食育推進事業
生涯を通じた健康づくりが継続されるよ
う、基本的な生活習慣や食習慣の確立を目
指して食育の普及啓発を行う

現
状
維
持

- ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

①食育応援団の依頼件数　50
件
②WEB環境等を利用した情
報発信件数　10件

無

①食育応援団の依頼件数　51
件
②WEB環境等を利用した情
報発信件数　10件

無
食育応援団の認知度向上を図
ることができた。

                     533 365 健康づくり推進課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

17
注意喚起のための
チラシの緊急回覧

地域的に被害者が発生することの多い「Ｓ
Ｆ商法（催眠商法）」の相談が寄せられた
場合、被害が拡大するおそれのある周辺の
自治会、町内会等に注意喚起のチラシを送
付し、緊急に組回覧してもらう

現
状
維
持

高齢者見守りネット
ワークや組回覧を利用
し、迅速に注意喚起を
行えるようにする

○ ○ ○ 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

18
SNSを利用した啓
発

SNSを利用し、消費生活に関する情報を総
合的かつ的確にわかりやすく提供する

方
法
改
善

SNSからの情報配信が
継続的に行われている
状態

○ ○ ○ 24回 無 23回 無 A
SNSを通じ定期的かつ迅速な
情報提供が実施できた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

19
くらしの一日講座
（消費者志向経営
編）

消費者が意見を述べるとともに、事業者の
取組等を理解する機会として意見交換会を
開催する

現
状
維
持

年１回の開催 〇 〇 〇 年１回の開催（20名） 無 １回開催 無 A

受講生（親子）が、身近な事
業者の取組を通じて、人や環
境に配慮した生活について理
解を深めることができた。

                       10 1
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

20
ホームページの内
容充実

広報紙に掲載した企画記事や相談事例をは
じめ様々な消費生活関連情報や消費者事故
情報などを掲載する

現
状
維
持

市民に対して適切で迅
速な情報発信ができて
いる

○ ○ ○ 随時更新 無
必要な情報を随時更新した
（発信回数24回）

無 A

主催講座実施情報や消費者ト
ラブル注意喚起、相談の傾向
などについて幅広く周知する
ことができた

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

21
食品表示法に基づ
く調査・指導

消費者向けに販売されている飲食料品につ
いて、食品表示法に基づいた表示が適正に
されているか、小売店等において表示状況
の調査・指導を行う

現
状
維
持

食品表示法における表
示監視体制の構築

- - - - - - - 調査延べ店舗数　年10店舗 無 10店舗において調査を実施 無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

22
消費生活用製品安
全法に基づく立入
検査

特定商品の製造、輸入、販売を規制すると
ともに消費者利益を守るために、法律に基
づき指定されている消費生活用製品にＰＳ
Ｃマークが表示されているか立入検査を実
施する

現
状
維
持

適正に立入検査を実施
する

- - - - - - - ７品目について調査を実施 無

７品目
延べ23店舗
調査検査個体数 282点
違反件数　0点

無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

23
家庭用品品質表示
法に基づく立入検
査

消費者が製品の品質を正しく認識し、その
購入に際し、不測の損失を被ることのない
ように製造者、成分、性能、用途、取扱い
上の注意など、商品ごとに法で定める事項
が表示されているか立入検査する

現
状
維
持

適正に立入検査を実施
する

- - - - - - - ３品目について調査を実施 無

３品目
延べ12店舗
調査検査個体数 521点
違反件数　0点

無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

24
電気用品安全法に
基づく立入検査

製造または輸入された電気用品のうち指定
されたものについて消費者の安全を守るた
めに、ＰＳＥマークが表示されているか立
入検査する

現
状
維
持

適正に立入検査を実施
する

- - - - - - - ３品目について調査を実施 無

３品目
延べ23店舗
調査検査個体数 61点
違反件数　0点

無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

25

危険な商品等の供
給の中止、回収、
改善その他の措置
の勧告

条例に基づき、危険な商品について調査・
指導・勧告を実施する

現
状
維
持

- - - - - - - - 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保
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※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

26
危険な商品等の緊
急公表

危険な商品と認められる場合で、危害、損
害の発生、拡大を防止するために緊急の必
要があるときは、商品名・事業者名等を公
表する

現
状
維
持

- - - - - - - - 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

27
食の安全に関する
講座の開催

生涯学習施設において、食の安全に関する
講座を開催する

現
状
維
持

現代的課題を扱った
テーマで講座を開催

○ ○
講座開催施設数　37施設中７
施設

無
講座開催施設数　37施設中9
施設

無 A
幅広い対象に対して多様な講
座を開催することで、普及啓
発につながった。

 指定管理料に含
む

 指定管理料に含む 生涯学習推進課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

28
-1

高齢者・身体障害
者住宅改造費補助
事業（あんしん住
まい助成制度）

日常生活を営むのに支障がある高齢者が、
住みなれた住宅で安心して健やかな生活が
できるよう、手すり取付け、段差解消など
の工事をするときに、住宅改造費を補助す
る

現
状
維
持

所得が少ない高齢者が
費用のかかる住宅改造
を行う場合の助成制度
として、今後も引き続
き事業を継続する

      ○ 確実な補助の実施 無 実施（８件） 無 A

高齢者の住宅改造に対して補
助金を交付し、対象者が住み
慣れた住宅で安心して健やか
な生活を送るための助成がで
きた。

                  3,894 3,845
高齢者福祉課

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

28
-2

高齢者・身体障害
者住宅改造費補助
事業（あんしん住
まい助成制度）

日常生活を営むのに支障がある身体障害者
が、住みなれた住宅で安心して健やかな生
活ができるよう、手すり取付け、段差解消
などの工事をするときに、住宅改造費を補
助する

現
状
維
持

所得が少ない障害者が
費用のかかる住宅改造
を行う場合の助成制度
として、今後も引き続
き事業を継続する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
住宅改造の相談を受け、必要
な人に対して補助を実施する

無
相談に対して遅滞なく対応し
た

無 A －                   2,000 1,507 障害者支援推進課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

29 建築相談業務
建築基準法等に関する建築物などの相談を
受け、問題解決に向けた指導等を行うこと
により、市民生活の住環境の整備を図る

現
状
維
持

- ○ ○ ○

建築基準法等に関する建築物
などの相談を受け、問題解決
に向けた指導等を行うことに
より、市民生活の住環境の整
備を図る。
・ 建築確認等相談
・ 狭あい道路に関する相談

無

窓口、電話で建築基準法等に
関連する各種相談を受け、法
令等の説明や助言を行った。
相談内容によっては現地調
査、現場説明等を実施した。

無 A

相談対応により問題解決を図
ることができ、市民生活の良
好な住環境の整備につながっ
た。

                         - - 建築指導課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

30
-3

特定優良賃貸住宅
子育て支援事業

子育て世帯が安心して暮らせるよう、特定
優良賃貸住宅に入居している期間中、家主
に家賃減額分を補助金として交付すること
で、家賃負担を軽減する。

現
状
維
持

４世帯分の補助金を交
付する。

○ ○ ○ ○

市内の特優賃住宅所有者から
の申請に基づき、適切に補助
金を交付するとともに、市民
へのPRを行っていく。

無

市内の特優賃住宅所有者から
の申請に基づき、適切に補助
金を交付するとともに、市民
へのPRを行えた。

無 A
子育て世帯の特定優良賃貸住
宅に入居している期間中の家
賃負担を軽減した。

1,848                  1,323 住宅政策課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

30
-4

高齢者向け優良賃
貸住宅供給促進事
業

高齢者が安心して暮らせるように、高齢者
向け優良賃貸住宅に入居している期間中、
家主に家賃減額分を補助金として交付する
ことで、家賃負担を軽減する。

現
状
維
持

294世帯分の補助金を交
付する。

○
294世帯分の補助金を交付す
る。

無
269世帯分の補助金を交付し
た。

無 A
高齢者の高齢者向け優良賃貸
住宅に入居している期間中の
家賃を軽減した。

112,384              104,497 住宅政策課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

30
-5

子育て世帯宅地提
供事業

市営住宅跡地を、購入しやすい適当な面積
に分筆し、子育て世帯に優先的に提供し、
定住の促進を図る。

現
状
維
持

10区画を販売する。 ○ ○ ○ ○ ３区画を提供(売却)する。 無 ３区画を提供(売却)した。 無 A 子育て世帯の市内への定住を
促進した。

-  歳入
33,667

住宅政策課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

歳入　5,437,089

30-7 市営住宅供給事業

公営住宅法に基づき、住宅確保要配慮者
(高齢者、子育て世帯等)に対して住宅を供
給することにより、地域に資する住まいづ
くり、誰もが安心して暮らせる住まいづく
りを目指す。

現
状
維
持

市営住宅空き住戸の入
居者定期募集を６回実
施する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市営住宅空き住戸の入居者定
期募集を６回実施する。

無
市営住宅空き住戸の入居者定
期募集を６回実施した。

無 A
入居希望者に適切に募集案内
を実施できた。

- - 住宅政策課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

新規掲載（過年度より継続していたも
の）

31-1
ガス事業法に基づ
く立入検査の実施

消費者向けに販売されるガス用品につい
て、ガス事業法に基づいた表示が適正に付
されているかガス用品販売業者への立入検
査を実施する

現
状
維
持

違反ガス用品等の販売
及び陳列０％

- - - - - - -
違反ガス用品等の販売及び陳
列０％

無
該当事業所の立入検査実績な
し。

無 － －                          - - 予防課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

31-2

液化石油ガスの保
安の確保及び取引
の適正化に関する
法律に基づく立入
検査の実施

消費者向けに販売されるLPガス用品につい
て、液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律に基づいた表示が適正
に付されているか液化石油ガス器具等販売
事業者への立入検査を実施する

現
状
維
持

違反ガス用品等の販売
及び陳列０％

- - - - - - -
違反ガス用品等の販売及び陳
列０％

無
1事業所に立入検査を実施。
違反ガス用品等の販売及び陳
列０％。

無 A
法令に基づき適正に立入検査
を行うことができた。

                         - - 予防課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

32
食品衛生監視指導
事業(再掲)

食品衛生監視指導計画（食品衛生法）に基
づき、食品衛生関係営業施設の許認可や監
視指導、食品等の収去検査、食品衛生の普
及向上、啓発のための講習会開催などを実
施する

現
状
維
持

- ○ ○ ○

営業許可件数　申請に応じて
処理
総指導監視件数　5,500件
収去検体数　300件
食品衛生講習会　申込みに応
じて実施

無

営業許可件数　2,552件
総指導監視研修　8,445件
収去件数　341件
食品衛生講習会　28回

有 A

食品衛生講習会については、
コロナの影響により計画通り
実施できなかったが、食品衛
生に関するリーフレットの配
布や動画の作成・配信をおこ
なった。また、食品営業施設
への立入検査を効率的に行っ
たことで、食品衛生の向上に
つながった。

                12,995 8,927 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保
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33
食品表示法に基づ
く調査・指導(再
掲)

消費者向けに販売されている飲食料品につ
いて、食品表示法に基づいた表示が適正に
されているか、小売店等において表示状況
の調査・指導を行う

現
状
維
持

食品表示法における表
示監視体制の構築

- - - - - - - 調査延べ店舗数　年10店舗 無 10店舗において調査を実施 無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(2)自主的・合理的な選択の機
会の確保

34
消費生活用製品安
全法に基づく立入
検査(再掲)

特定商品の製造、輸入、販売を規制すると
ともに消費者利益を守るために、法律に基
づき指定されている消費生活用製品にＰＳ
Ｃマークが表示されているか立入検査を実
施する

現
状
維
持

適正に立入検査を実施
する

- - - - - - - ７品目について調査を実施 無

７品目
延べ23店舗
調査検査個体数 282点
違反件数　0点

無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(2)自主的・合理的な選択の機
会の確保

35
家庭用品品質表示
法に基づく立入検
査(再掲)

消費者が製品の品質を正しく認識し、その
購入に際し、不測の損失を被ることのない
ように製造者、成分、性能、用途、取扱い
上の注意など、商品ごとに法で定める事項
が表示されているか立入検査する

現
状
維
持

適正に立入検査を実施
する

- - - - - - - ３品目について調査を実施 無

３品目
延べ12店舗
調査検査個体数 521点
違反件数　0点

無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(2)自主的・合理的な選択の機
会の確保

36
電気用品安全法に
基づく立入検査(再
掲)

製造または輸入された電気用品のうち指定
されたものについて消費者の安全を守るた
めに、ＰＳＥマークが表示されているか立
入検査する

現
状
維
持

適正に立入検査を実施
する

- - - - - - - ３品目について調査を実施 無

３品目
延べ23店舗
調査検査個体数 61点
違反件数　0点

無 A
計画した調査を執行すること
ができ、表示の適正化を図る
ことができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(2)自主的・合理的な選択の機
会の確保

37
計量に関する定期
検査・立入検査

計量法で定められた計量器の定期検査及び
立入検査を実施することにより正確計量の
推進を図る

現
状
維
持

効率的に定期検査及び
立入検査を実施してい
く

- - - - - - -
偶数年度の区域の定期検査及
び立入検査を実施

無

計量器定期検査（1,375戸
3,209台）、商品量目立入検
査（7店350個）、燃料油
メーター（２店、27個）、石
油ガスメーター立入検査（15
店、4,158件）

無 A
正確計量の確保及び正確計量
思想の啓発が図られた。

                  2,744 1,848 生活安心安全課（生
活安全安心課）

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(2)自主的・合理的な選択の機
会の確保

37
-1

ガス事業法に基づ
く立入検査の実施
(再掲)

消費者向けに販売されるガス用品につい
て、ガス事業法に基づいた表示が適正に付
されているかガス用品販売業者への立入検
査を実施する

現
状
維
持

違反ガス用品等の販売
及び陳列０％

- - - - - - -
違反ガス用品等の販売及び陳
列０％

無
該当事業所の立入検査実績な
し。

無 － －                          - - 予防課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(2)自主的・合理的な選択の機
会の確保

37
-2

液化石油ガスの保
安の確保及び取引
の適正化に関する
法律に基づく立入
検査の実施(再掲）

消費者向けに販売されるLPガス用品につい
て、液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律に基づいた表示が適正
に付されているか液化石油ガス器具等販売
事業者への立入検査を実施する

現
状
維
持

違反ガス用品等の販売
及び陳列０％

- - - - - - -
違反ガス用品等の販売及び陳
列０％

無
1事業所に立入検査を実施。
違反ガス用品等の販売及び陳
列０％。

無 A
法令に基づき適正に立入検査
を行うことができた。

                         - - 予防課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(2)自主的・合理的な選択の機
会の確保

38
静岡市・静岡市警
察部連絡会議

静岡市警察部と静岡市が関連行政を中心と
した意見及び情報交換を行う

現
状
維
持

市と警察の連絡体制を
引き続き確保する

- - - - - - -

開催回数　　年１回
参加者
市：市民局長、市民局次長、
生活安心安全課長、各区長等
警察：静岡市警察部長、静岡
市警察部庶務課長、市内各警
察署長等

無 未実施 有 Ｃ

先方のオンライン会議設備状
況によりオンラインでの開催
は不可能な状況であり、対面
での開催を模索したが、コロ
ナの感染状況を踏まえ開催を
断念した。

                         - - 生活安心安全課（生
活安全安心課）

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(3)不当な取引行為の規制

39
静岡市消費者問題
連絡会

消費生活センター及び市内3警察署が悪質
商法の相談等について情報交換、意見交換
を行う

現
状
維
持

警察署が高齢者見守り
ネットワークの協力機
関として位置付けられ
ている

- - - - - - - 開催回数　年１回 無 １回開催（８月10日） 無 A

令和３年度静岡市消費生活相
談の傾向の説明、通話録音装
置貸出事業に関する市民への
周知等に御協力をいただい
た。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(3)不当な取引行為の規制

40
条例に基づく監督
指導

不当な取引行為に対しては、条例に基づき
調査、指導、勧告を行い、勧告に従わない
ときには、場合により事業者の氏名等の公
表を行う

現
状
維
持

- - - - - - - - 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(3)不当な取引行為の規制

42
事業者への生活関
連商品の供給に対
しての協力要請

天災時等に不足する生活関連商品を指定し
事業者に供給への協力を求める

現
状
維
持

- - - - - - - - 発生時に実施 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(4)災害時の安心・安全の確保

43
全国中央卸売市場
協会災害時相互応
援に関する協定

全国中央卸売市場協会会長及び全国中央卸
売市場協会6支部長で締結。災害時には、
災害を受けていない都市の中央卸売市場開
設者が災害を受けた都市の中央卸売市場開
設者に、①被災都市の住民に供給する生鮮
食料品の提供、②被災都市の住民に供給す
る生鮮食料品の提供に係る搬送、③特に要
請のあった生鮮食料品の提供などの応援を
行う

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 発生時に実施 無
実績なし
（協定に基づく発動なし）

無 － －                          - - 中央卸売市場
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(4)災害時の安心・安全の確保
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若
者

一
般

高
齢
者

決
算
額

(

千
円
）

所管課
幼
児

小
学
生

中
学
生

高
校
生

成人
事業実施計画
(目標値)

コ
ロ
ナ
に
よ
る

計
画
変
更

事業実施計画に対する実績

令和４年度事業実績

基本方針 基本施策 備考欄コ
ロ
ナ
の

実
績
へ
の
影
響

達
成
度

事業実施の効果
※コロナの影響「有」の場合
は具体的にどう影響したのか
この欄に合わせて記載してく

ださい

現
計
予
算

（

千
円
）

№ 事 業 名 称 事　業　概　要
方
向
性

令和４年度の到達目標

対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

44 耐震対策事業

大規模な地震災害に備えるための、 既存住
宅・既存建築物の耐震化や危険なブロック
塀の撤去・改善等の補助、 耐震化のための
相談業務など

現
状
維
持

第3次静岡市耐震改修促
進計画に基づき、令和7
年度末の住宅の耐震化
率を95％を目標とし、
令和4年度末を92.8％と
する

○ ○ ○

既存住宅耐震化補助 330件
既存建築物耐震化補助12件
ブロック塀等撤去等補助231
件
家具固定補助15件
耐震シェルター設置補助3件

無

既存住宅耐震化補助 330件
既存建築物耐震化補助5件
ブロック塀等撤去等補助92件
家具固定補助5件
耐震シェルター設置補助0件

無 A

補助件数は伸びない部分も
あったが、4年度の到達目標で
ある耐震化率は93.1％と、達
成できた。

 179,160 146,930 建築指導課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(4)災害時の安心・安全の確保

44-2
感震ブレーカー設
置推進事業

地震の揺れを感知すると自動的にブレー
カーを落とす「感震ブレーカー」の設置を
行う世帯に対して助成を行う

現
状
維
持

感震ブレーカー普及率
５％

○ ○ ○
補助件数５４０件
既存：４６０件
新築：８０件

無
補助件数229件
既存：226件
新築：３件

無 Ｃ

半導体不足の影響により、一
部製品が製造停止となり、実
績が計画を下回ったが、申請
に対しては確実に補助金を交
付し、着実に災害時における
停電対策を支援することがで
きた。

 12,300 5,471 危機管理総室
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(4)災害時の安心・安全の確保

44-4
住宅用火災警報器
等の設置・維持管
理指導の実施

静岡市火災予防条例に基づき、住宅用火災
警報器の設置が義務化されている住宅等へ
の設置推進を図るとともに、維持管理指導
を行う

現
状
維
持

設置率を85.5％を達成
する。

○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 令和４年度設置率85.5%以上 無 令和４年度設置率：85.34％ 無 A

目標値達成には至らずも、目
標値に極めて近く、令和３年
度の設置率（85.09％）を上回
る結果となった。

                         - - 予防課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(4)災害時の安心・安全の確保

45
くらしの出張教室
（市政出前講座）

消費生活センター職員が老人会、生涯学習
施設、地域包括支援センター等に出向き講
演を行い、最新の悪質商法に関する情報等
を市民に提供し、注意喚起と被害拡大防止
を図る

現
状
維
持

広報に努め、実施回数
を40回以上に増やす
最新の悪質商法に関す
る情報を市民に提供
し、注意喚起と被害拡
大防止を図る

〇 ○ ○ 実施回数26回以上 無 18回 無 A

最新の詐欺事情や悪質商法の
手口とその対策について講義
し、消費者被害に対する受講
生の意識を高めることができ
た。

                       99 -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

46
消費者被害防止の
ための街頭キャン
ペーン

行政と消費者団体等が協力して悪質商法へ
の注意を呼びかける街頭キャンペーン等を
行う

現
状
維
持

消費生活センターの認
知度85％

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１回以上参加
※認知度85％

無

３回参加
①５/17（消費者月間）、②
12/13（消費者被害防止月
間）③2/28（霊感商法等の悪
質商法に係る啓発）
①・②は中部中部県民生活セ
ンター、③は県民生活課主催
※認知85.5％

無 A

市民に広くトラブル未然防止
の大切さや消費生活相談セン
ターの役割の周知を行うこと
ができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

46-2
消費生活センター
啓発Web広告事業

消費生活センターの認知度向上のため、
Web広告（動画）を実施する

拡
大
・
充
実

消費生活センターの認
知度85％以上

○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ Web広告の実施　1回以上 無 Ｗｅｂ広告の実施　３回 無 A
若者に向けて消費者ホットラ
イン188の周知をすることかで

きた
                     300 297

生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

46-3
消費生活センター
啓発街頭広告事業

消費生活センターの認知度向上のため、街
頭広告（動画）を実施する

拡
大
・
充
実

消費生活センターの認
知度85％以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 街頭広告の実施　1回以上 無

デジタルサイネージでの啓
発：１回

公共交通機関での啓発：２回
（電車、バス）

無 A
市民に広く消費者ホットライ
ン188及び消費生活センターを
周知することができた

                  1,030 1,029
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

47
ホームページの内
容充実（再掲）

広報紙に掲載した企画記事や相談事例をは
じめ、様々な消費生活関連情報や消費者事
故情報などを掲載する

現
状
維
持

市民に対して適切で迅
速な情報発信ができて
いる

○ ○ ○ 随時更新 無
必要な情報を随時更新した
（発信回数24回）

無 A

主催講座実施情報や消費者ト
ラブル注意喚起、相談の傾向
などについて幅広く周知する
ことができた

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

48
SNSを利用した啓
発(再掲）

SNSを利用し、消費生活に関する情報を総
合的かつ的確にわかりやすく提供する

方
法
改
善

SNSからの情報配信が
継続的に行われている
状態

○ ○ ○ 24回 無 23回 無 A
SNSを通じ定期的かつ迅速な
情報提供が実施できた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

49
広報紙への記事掲
載

「広報しずおか」のくらしの情報欄に消費
生活関連の企画記事・相談事例などを掲載
する

現
状
維
持

年間、企画記事　４回
掲載、相談事例　12回
掲載

〇 〇 〇 〇
年間、企画記事　４回
相談事例　　　　12回

無
年間、企画記事　５回
（4,5,6,10,11月号）
相談事例　　　　12回

無 A
相談の多いトラブル事例等を
広く市民に情報提供すること
ができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

50
チラシ・パンフ
レットの配布

消費者に消費者トラブル事例等に関する注
意を呼びかけチラシ・パンフレットを随
時、配布する

拡
大
・
充
実

　消費生活センターの
　認知度85％

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随時 無 随時配布 無 －
各種講座等でチラシ・パンフ
レットを配布し、消費者トラ
ブルの注意喚起をした。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供
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51
注意喚起のための
チラシの緊急回覧
(再掲)

地域的に被害者が発生することの多い「Ｓ
Ｆ商法（催眠商法）」の相談等が寄せられ
た場合、被害が拡大するおそれのある周辺
の自治会、町内会に注意喚起のチラシを送
付し、緊急に組回覧してもらう

現
状
維
持

高齢者見守りネット
ワークや組回覧を利用
し、迅速に注意喚起を
行えるようにする

○ ○ ○ 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

52
マスコミを利用し
た消費生活情報の
発信

消費生活相談の傾向、注意喚起情報、各種
イベント情報等をマスコミに提供したり、
ラジオ放送で消費生活に関する情報提供を
したりすることで、消費者への啓発を図る

現
状
維
持

- ○ ○ ○ 12回 無
３回開催（７月、１月、３
月）

無 A

審議会で出された様々な意見
を、「第３次静岡市消費生活
基本計画」の策定、消費者行
政の取組の参考にすることが
できた。

                     345 253
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

53
食の安心・安全に
係る情報提供(再
掲)

食の安心・安全ホームページ「たべしず
ねっと」の運営及び「食の安心・安全」に
関する周知活動

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ アクセス数　40,000件 無 アクセス数　39,958件 無 A
食の安全情報に関する注意喚
起を行うことができた。

                     242 242 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

54
栄養成分表示促進
事業

・栄養成分表示店募集のためのパンフレッ
ト作成、配布
・栄養成分表示に関するパンフレットを作
成、配布
・栄養成分表示・栄養計算講習会の開催

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・栄養成分表示店募集のため
のパンフレット作成・配布
4,000部
・栄養成分表示に関するパン
フレットの作成・配布
1,000部
・講習会2回

無

・栄養成分表示店募集のため
のパンフレット作成・配布
4,000部
・栄養成分表示に関するパン
フレットの作成・配布
1,000部
・講習会3回

無 A
健康的な食生活を実践するた
めの栄養成分表示活用に関す
る情報提供ができた。

                     416 280 保健所食品衛生課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

56 地産地消の推進

産地づくりの実施、生産者と消費者の交流
活動の実施、直売所、学校・福祉施設、観
光施設・外食産業、量販店等における地場
産農産物の利用促進、地産地消に関する情
報提供などを推進する

現
状
維
持

農産物購入先とリンク
するホームページの掲
載
お茶の美味しい入れ方
教室実施小学校率100％

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
お茶の美味しい入れ方教室を
希望する全ての市内小学校で
実施

無
お茶の美味しい入れ方教室を
希望した68校に実施した。

有 A

各学校からの感染予防に配慮
した実施内容の意向を伺い、
事業を実施した。お茶の入れ
方をはじめ、静岡市のお茶の
種類や歴史、産地を学ぶこと
により、静岡市のお茶に対す
る興味・関心が高まった。

                  3,811 3,261 農業政策課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

57
発見！しずおか旬
の食材プロジェク
ト

本市において豊かな自然を生かし生産され
ているお茶、みかん、いちご、しらす、さ
くらえび等の農水産物を旬の時期に多くの
消費者が食することができるよう、情報
誌、ホームページを活用し、市内外にＰＲ
し、消費の拡大を図る

拡
大
・
充
実

ホームページを介した
リンク先への累計アク
セス数

48,000件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ホームページを介したリンク
先への年間アクセス数
                             11,400件

無
ホームページを介したリンク
先への年間アクセス数
                             8,300件

無 Ｂ

市内農業者の直売所などの
ホームページにアクセスする
ことで、市内農水産物の消費
拡大へつなげることができ
た。

                     330 330 農業政策課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

58
市産材に関する情
報発信基地事業

市内木材関連業界、中山間地域（オクシ
ズ）に関わる様々な業種が連携し、オクシ
ズ材（静岡市産材）で住宅を建築したり、
これから建築しようとする方を中心に、広
く市民に森林の大切さ、木材を使うことの
素晴らしさを楽しみながら学んでもらう場
を提供したりすることで、オクシズ材の利
用に繋げる

現
状
維
持

消費者に市産材の情報
を総合的に提供し市産
材のよさや使うことの
大切さを理解してもら
う。

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○
オクシズ森林の市開催
年１回　来場者数　3,000人

無
オクシズ森林の市開催　１回
来場者数　約2,500人

有 A

コロナの影響を鑑み、広報を
縮小して実施したが多くの市
民にご来場いただいき、森
林・林業の振興に寄与した。

                         - - 中山間地振興課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

59
静岡地域材活用促
進事業

静岡地域材活用住宅推進協議会が実施する
事業への補助を行う
〇静岡ひのき・杉の家推進事業…地域材を
活用して住宅を新築、増改築する施主に対
し、構造用の柱・土台、内装用の床材・壁
材を提供する
〇静岡ぬくもりの空間推進事業…公益的施
設の新築、増改築する施主に対し、地域材
の建築用木材を提供する

現
状
維
持

年度ごとの補助目標件
数の達成
地域材を活かしたぬく
もりのある生活空間の
普及

○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

（１）個人住宅への柱・土台
100本プレゼント事業
構造材　180件
内装材　130件
（２）公益的施設、商業施設
への建築用木材プレゼント事
業
11件

無

（１）個人住宅への柱・土台
100本プレゼント事業
構造材　125件
内装材　95件
（２）公益的施設、商業施設
への建築用木材プレゼント事
業
12件

無 Ｂ

全国的な住宅着工件数の減少
の影響を受け、個人住宅への
補助実績が減少したが、公益
的施設・商業施設への補助実
績は目標を上回り、木のぬく
もりを感じることのできる空
間を多数創出した。

 95,000 75,347 中山間地振興課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

60
消費者教育推進地
区の設置

消費者教育推進地区を設置し、悪質商法へ
の注意喚起のための啓発チラシの全戸配
付、高齢者宅への戸別訪問や老人会・婦人
会・子ども会などへの出前講座等を実施す
る

現
状
維
持

推進地区　４地区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
累計４地区
（４年度は継続１地区）

無
累計４地区
（４年度は継続１地区）

無 A

足久保学区において、自治会
や各団体と協働し、講座や便
り発行を通じて消費者教育の
拡充を図ることができた。

                     107 105
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

61
消費者教育推進校
の設置

消費者教育推進校を設置し、消費者教育に
関する情報や資料等の提供、研究事業の実
施、児童や生徒及び保護者を対象とした講
座の開催等、学校における消費者教育の推
進を支援する

現
状
維
持

推進校　４校 ○ ○
累計４校
（４年度は継続２校）

無
累計４校
（４年度は継続２校）

無 A

美和中及び足久保小におい
て、クラス単位の講座実施や
便りの発行などの消費者教育
の拡充を図ることができた。

143                     143
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画
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方
向
性

令和４年度の到達目標

対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

62
消費者教育推進員
の配置

消費者教育推進地区・推進校を中心に地
域・学校で消費者教育の推進を図るととも
に、地域で消費者教育を行う多様な主体と
の情報共有や関係づくりに努めていく

拡
大
・
充
実

継続配置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２人 無 ２人 無 A

消費者教育推進員を引き続き
配置した。各種講座の実施や
推進地区・推進校での講座
コーディネートなど、消費者
教育の推進が実施できた。

6,500                  6,105
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

63
消費者教育の担い
手養成講座

消費者教育の担い手となる人材を育成する
ために講座を開催する。講座終了後は、
「消費者教育担い手者」として登録しても
らい、その活動を支援していく

拡
大
・
充
実

消費者教育担い手者登
録者数　７５人

○ ○ ○
連続講座実施　１回
フォローアップ講座実施　１
回

無
連続講座実施　１回
フォローアップ講座実施　１
回

無 A
日常生活において、エシカル
消費などの賢い消費を実践で
きる人材の育成ができた。

                     128 127
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

64

中学生向け消費者
教育副教材「エブ
リデイ消費者！」
の改訂・活用

平成24年度に作成した中学校家庭科用副教
材「エブリディ消費者！」を改訂するとと
もに、今後さらに授業等で活用されるよう
働きかけていく

拡
大
・
充
実

市内中学校での使用率
９０％以上

○
新一年生への教材配布
エブリデイ消費者の使用率
90％以上

無

①エブリデイ消費者！１年生
への配布（７月）
②エブリデイ消費者！使用率
88.8％
③教員用増補版（最新統計等
を踏まえた更新）配布

無 A

予定通り配布を実施し、利用
率もおおむね目標を達成した
ほか、新たな取組として、増
補版の発行を行い中学校での
消費者教育に寄与することが
できた。

                     910 470
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

65
小学生向け消費者
教育教材の作成

小学校の学習指導要領の中で実施されてい
る教育を、消費者教育の視点で体系化した
冊子など、教材を作成し、活用を図る

休
止

教材の作成　１件 ○

中学生用教材の普及促進尽力
するため休止とする。（推進
校にてノウハウの蓄積は継
続）

無 休止 無 － 休止のため評価対象外とする -                         -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

66
幼児向け消費者教
育教材の作成

幼児に分かりやすく消費者教育を行える教
材を作成し、活用を図る

休
止

教材の作成　１件 ○

中学生用教材の普及促進尽力
するため休止とする。（推進
校にてノウハウの蓄積は継
続）

無 休止 無 － 休止のため評価対象外とする -                         -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

67

放課後児童クラ
ブ・放課後子ども
教室（キッズ消費
者教室）での講座
実施

夏休み等の長期休暇期間を利用して、消費
生活の知識の普及を図る講座を実施する

拡
大
・
充
実

年間実施回数　１０回
以上

○ 実施回数８回 無 依頼がなく実績無 有 Ｃ
新型コロナウイルス感染症の
状況等を踏まえ積極的な広報
をすることができなかった

-                         -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

68
教職員等への研修
の実施

既存の研究会等を通して、消費者教育に関
する研修を実施する

拡
大
・
充
実

隔年１回以上の継続実
施

○ ○ 研修の実施　１回 無
市立中学校の家庭科教員全員
を個別訪問してヒアリングを
実施

無 A

講義形式の研修は実施しな
かったものの、家庭科教員の
下を訪問し消費者教育の現状
を把握することができたため
Ａとする

-                         -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

70
見守り者への講座
や情報提供の実施

地域包括支援センターや民生委員、ヘル
パーなど、地域で高齢者などを見守る立場
の人に対して講座等を実施し、資質の向上
を図る

方
法
改
善

年間実施回数　１５回
以上

○ ○ 実施回数12回 無
実施回数 20回
※高齢者施設等への注意喚起
情報の提供

無 A

消費に関する専門的な知識や
豊富な事例を紹介すること
で、見守り者の資質向上を図
ることができる。

-                         -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

72
くらしの出張教室
(再掲)

消費生活センター職員が老人会、生涯学習
施設、地域包括支援センター等に出向き講
演を行い、最新の悪質商法に関する情報等
を市民に提供し、注意喚起と被害拡大防止
を図る

現
状
維
持

広報に努め、実施回数
を40回以上に増やす
最新の悪質商法に関す
る情報を市民に提供
し、注意喚起と被害拡
大防止を図る

〇 ○ ○ 実施回数26回以上 無 18回 無 Ｂ

実施回数は目標に達しなかっ
たものの最新の詐欺事情や悪
質商法の手口とその対策につ
いて講義し、消費者被害に対
する受講生の意識を高めるこ
とができた。

                       99 -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

73
消費者被害防止の
ための街頭キャン
ペーン（再掲）

行政と消費者団体等が協力して悪質商法へ
の注意を呼びかける街頭キャンペーン等を
行う

方
法
改
善

消費生活センターの認
知度　　　　　85％

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１回以上参加
※認知度85％

無

３回参加
①５/17（消費者月間）、②
12/13（消費者被害防止月
間）③2/28（霊感商法等の悪
質商法に係る啓発）
①・②は中部中部県民生活セ
ンター、③は県民生活課主催
※認知85.5％

無 A

市民に広くトラブル未然防止
の大切さや消費生活相談セン
ターの役割の周知を行うこと
ができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

73-2
消費生活センター
啓発Web広告事業
（再掲）

消費生活センターの認知度向上のため、
Web広告（動画）を実施する

拡
大
・
充
実

消費生活センターの認
知度85％以上

○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ Web広告の実施　1回以上 無
３回実施（消費者月間、夏休
み期間、年末）

無 A
若者に向けて消費者ホットラ
イン188の周知をすることかで

きた
                     297 297

生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

73-3
消費生活センター
啓発街頭広告事業
（再掲）

消費生活センターの認知度向上のため、街
頭広告（動画）を実施する

拡
大
・
充
実

消費生活センターの認
知度85％以上

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 街頭広告の実施　1回以上 無
街のデジタルサイネージ１回
公共交通（電車）：１回
公共交通（バス）：1回

無 A
様々な媒体で消費生活セン
ターを啓発することができた

                  1,030 1,029
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画
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令和４年度事業実績
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ロ
ナ
の

実
績
へ
の
影
響

達
成
度

事業実施の効果
※コロナの影響「有」の場合
は具体的にどう影響したのか
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ださい

現
計
予
算
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千
円
）

№ 事 業 名 称 事　業　概　要
方
向
性

令和４年度の到達目標

対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

74
くらしの一日講座
（一般編、金融広
報委員会編）

消費者に、より高度な消費生活に関する知
識を習得してもらうため、タイムリーな消
費生活問題をテーマにした外部の講師によ
る講演会を開催する

現
状
維
持

受講生の理解度　70%
受講生による地域活動
の活発化

○ ○ ○ １回開催 無 2/27実施（16人参加） 無 A

今こそ見直そう！我が家を守
る“備え”のマネープランを
テーマに病気や災害、事故な
どでかかるお金の問題への“備
え”についての学びの機会とす
ることができた。

                     150 10
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

一般編の費用は委託費に含めるため、消
費生活展に計上

75
くらしの一日講座
（親子編）

市内小学生とその保護者を対象として、身
近な消費生活や食品に関する問題等様々な
テーマに基づく実験や講義を年１回実施す
る

統
合

受講者が、消費者市民
社会の形成に参画する
ことの重要性について
の理解及び関心を深め
るような講座を実施す
る

○ ○ ○
くらしの一日講座（消費者志
向経営編）を親子参加する方
式で開催

無
統合のため、くらしの一日講
座（消費者志向経営編）に記
載(No.19）

無 －
統合のため、くらしの一日講
座（消費者志向経営編）に記
載（No.19）

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

76

若者の消費者トラ
ブル対策講座
（旧ヤングライフ
セミナー）

若者の消費者被害を未然に防止し、合理的
な購買活動ができる賢い消費者になれるよ
う自立と自覚を促すとともに、消費生活全
般に係る基礎的な知識を習得してもらうた
め、静岡市内の高校や、専修学校、大学等
に出向き講座を実施する

現
状
維
持

8年間で、30校以上、延
べ80校で開催する

○ ○
開催回数　10回
新規実施先３校

無
22回
新規実施先10校

無 A

中学校への個別訪問の成果も
あり、中学校を中心に新規実
施先が伸び目標を達すること
ができた。

                       99 25
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

目標は「校」となっているが、学校に限
らず若者向けに実施した講座は本事業と
して位置付ける

78 消費生活展
市民に様々な消費生活の情報を提供し、生
活を見直す機会とするとともに、消費者団
体の育成を図る

現
状
維
持

来場者数　4,000名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
開催１回
※来場者1,000人

無 11/12開催（702人） 無 Ｂ

２年ぶりの屋外開催での実施
でエシカル消費について広く
啓発することができたが、来
場者が目標の７割であったたB
評価とする

 832の一部 761の一部
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

一括の委託のため、くらしの一日講座
（一般編・エシカル消費編）費用含む。

80
くらしの一日講座
（エシカル編）

環境や健康のことを考えて買い物や生活を
する消費者を育成する講座の実施

拡
大
・
充
実

くらしの一日講座(エシ
カル編）（旧グリーン
コンシューマー講座）
の年間受講者数　60人

○ ○ ○ １回開催（50名） 無 10/18開催（39名） 無 A

誰もができるエシカル消費!!～
SDGsにつなげよう～をテーマ
に講座を開催し、エシカル消
費の理念普及という実施目的
を果たすことができた。

 432の一部 395の一部
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

82
消費者教育推進地
域協議会

学識経験者、消費者代表、事業者代表等で
構成する消費者教育推進地域協議会を通じ
て、消費者教育の推進を図る

現
状
維
持

地域協議会委員相互の
連携による、消費者教
育の新たな取組の実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３回開催
※審議会の関係人として招集
予定

無
3回（７・１・３月）
※審議会の関係人として招集

無 A

消費生活審議会の関係人とし
て委員を招集することで、効
果的効率的に第３次消費生活
基本計画の審議を深めること
ができた。

                     180 80
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

84
-1

食の安全に関する
講座の開催(再掲)

生涯学習施設において、食の安全に関する
講座を開催する

現
状
維
持

現代的課題を扱った
テーマで講座を開催

○ ○
講座開催施設数　37施設中７
施設

無
講座開催施設数　37施設中9
施設

無 A
幅広い対象に対して多様な講
座を開催することで、普及啓
発につながった。

 指定管理料に含
む

 指定管理料に含む 生涯学習推進課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

84
-2

環境に関する講座
の開催

生涯学習施設において、環境に関する講座
を開催する

現
状
維
持

現代的課題を扱った
テーマで講座を開催

○ ○ 　 講座開催施設数　37施設中
30施設

無
講座開催施設数　37施設中
31施設

無 A
幅広い対象に対して多様な講
座を開催することで、普及啓
発につながった。

 指定管理料に含
む

 指定管理料に含む 生涯学習推進課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

85
環境学習指導員派
遣事業

環境に関する意識のより一層の醸成と市民
等の自発的な環境保全活動を促進すること
を目的とし、市民団体等が実施する環境学
習会に指導員を派遣する

現
状
維
持

市民の自発的な環境保
全活動を促進する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年間延べ派遣人数200人 無 年間延べ派遣人数220人 無 A
環境学習会
実施回数…85回
参加人数…4,165人

                  2,734 2,420
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

86
環境学習ハンド
ブック作成事業

身近な環境、静岡市の環境について、テー
マを定め、小学生向けの環境啓発用ハンド
ブックを作成し、市内の小学校４年生全員
に配布する

現
状
維
持

事業の継続（小学４年
生全員への環境学習ハ
ンドブックの配布）

○

環境学習ハンドブックを１
テーマ作成、市内の小学校、
中学校、高校に各５部配付。
要望に基づき追加配付。

無

環境学習ハンドブックを１
テーマ作成し、市内学校
（小・中・高・特別支援）に
５部ずつ配布した。随時配布
申請があればその対応をし
た。

無 A
主に子どもの環境に対する興
味を向上させることができ
た。

                     600 591
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

86
-1

南アルプスユネス
コエコパーク啓発
ハンドブックの配
布

子ども向け南アルプスユネスコエコパーク
学習冊子を市内全小学３年生に配布し、し
ずおか学副読本等の補助教材として活用す
ることで南アルプス教育（人と自然との共
生の理解）の普及を図る

現
状
維
持

事業の継続（小学３年
生全員への環境学習ハ
ンドブックの配布）

○

・ハンドブックの作成
・市内全小学３年生に配布
8,000部作成
5,700部配布

無

ハンドブックの作成、市内全
小学３年生に配布完了
5,500部作成
5,721部配布

無 Ｂ

「しずおかの宝 南アルプスユ
ネスコエコパーク 自然ととも
に暮らす」を作成、配布し、
市内小学３年生の自然を大切
にする心を育むことができ
た。

                     169 157
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

ハンドブックは前年度の余剰分を鑑み
て、発注部数を削減したため、作成部数
については目標に達していない。

88

自然と環境学習の
情報サイト「しず
おかみんなのしぜ
んたんけんてちょ
う」

静岡市の生き物のいる場所、自然につい
て、環境教育について、行政や市民団体等
の情報を発信するウェブサイト
情報を発信、共有することにより環境に対
する意識の高い人、自ら行動する人を育成
し、協働による環境保全施策を実施する

現
状
維
持

年間ＰＶ（ページ
ビュー）数
35,000件

○ ○ ○ ○ ○ ○
年間PV（ページビュー）数
55,000件

無
年間PV（ページビュー）数
55,523件

無 A
年間PV数が増加し、市民へ環
境学習関連情報を発信でき
た。

1,272                  955
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画
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事業実施の効果
※コロナの影響「有」の場合
は具体的にどう影響したのか
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対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

89
市民学習支援（夏
休み講座の開催）

毎年、静岡科学館る・く・るで開催され
る、サイエンスフェスティバルinる・く・
る「青少年のための科学の祭典」にテーマ
を決め、出展をする

現
状
維
持

より多くの子ども達が
科学に興味を持ち、科
学的見地から食の安全
安心や生活環境の変化
を理解していく。

○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

静岡科学館る・く・るで開催
される、サイエンスフェス
ティバルinる・く・る「青少
年のための科学の祭典」に出
展

無

令和４年８月14日に、静岡科
学館る・く・るで開催のサイ
エンスフェスティバルinる・
く・る2022「青少年のため
の科学の祭典」第26回静岡大
会に出展。
参加人数107人

無 A
多くの子どもたちに科学への
興味を抱かせる体験をさせる
ことができた。

                     144 24 環境保健研究所
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

92 ごみリサイクル展

市民のごみ減量及び再資源化に関する意識
を啓発するため、協力団体と共に、各種体
験コーナー、静岡市のごみ処理状況の紹
介、ごみ減量のPRを行う

方
法
改
善

市民認知度の向上を目
指すとともに、市民生
活に根付いたイベント
とする

○
ごみ減量意識が向上した人の
割合90％

無
ごみ減量意識が向上した人の
割合90％

有 A

新型コロナウイルス感染症の
蔓延に伴い、十分な感染症対
策ができないと判断し、中
止。代替イベントとして、ご
み減量啓発イベント（ピク
ニックガーデン等）を実施。

                     764 - ごみ減量推進課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

93
食育推進事業(再
掲)

生涯を通じた健康づくりが継続されるよ
う、基本的な生活習慣や食習慣の確立を目
指して食育の普及啓発を行う

現
状
維
持

- ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

①食育応援団の依頼件数　50
件
②WEB環境等を利用した情
報発信件数　10件

無

①食育応援団の依頼件数　51
件
②WEB環境等を利用した情
報発信件数　10件

無 A
食育応援団の認知度向上を図
ることができた。

                     533 365 健康づくり推進課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

94
食の安全教室(再
掲)

小学生等を対象に学校の授業時間の中で食
中毒の予防などについて教室を開く

現
状
維
持

- ○ ○ 申込みに応じて10回程度開催 無

食の安全教室　9回実施
コロナウイルス感染症の影響
もあり、申込自体が少なかっ
た。

有 A

コロナの影響により申込み数
が減少したため目標に届かな
かったが、感染症対策を行っ
て教室を開催した他、手洗い
や食品添加物についての動画
をネットで公開し、食の安
全・安心に関する意識の向上
につながった。

                     304 258 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

95
食の安心・安全啓
発等事業(再掲)

生涯学習センター、生涯学習交流館との共
催により食の安全に関する講座を実施す
る。マタニティ教室の中で食の安全情報を
提供する

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リスクコミュニケーション
　申込みに応じて実施
マタニティ教室
　教室の開催に合わせて実施

無
リスクコミュニケーション
　申込みに応じて７回実施
マタニティ教室　19回実施

有 A

コロナの影響により申込み数
が少なかったが、参加者には
食の安全に関する知識を得て
もらうことができた。

                         - - 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

96
食の安心・安全に
係る情報提供（再
掲）

食の安心・安全ホームページ「たべしず
ねっと」の運営及び「食の安心・安全」に
関する周知活動

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ アクセス数　40,000件 無 アクセス数　39,958件 無 A
食の安全情報に関する注意喚
起を行うことができた。

                     242 242 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

97
こどもクリエイ
ティブタウン運営
事業

児童を中心とする市民が、模擬店舗等でつ
くられるまちにおいて様々な仕事やものづ
くりを体験する場を提供している
次世代を担う創造力をもつ健全な人材を育
成するとともに、社会や経済の仕組みの学
習及び地域産業に対する理解の促進に寄与
するための施設を運営している

現
状
維
持

利用者数年間10万人を
維持し、更なる事業内
容の充実を図ってい
く。

〇 ◎ 〇 〇

R４年度
年間利用者数100,000人

しごと・ものづくり講座
開催回数　240回

無

Ｒ４年度
年間利用者数21,553人

しごと・ものづくり講座
開催回数　309回

有 Ｂ

新型コロナウイルス感染拡大
防止策として、施設の収容率
が７割程度となるように予約
制による入館制限を行ったた
め、年間利用者人数は目標達
成に至らなかったものの、し
ごと・ものづくり講座の開催
回数は目標を上回り、多くの
方に体験の場を提供できた。

              114,949 114,268 産業政策課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

98 市場まつり

静岡市中央卸売市場を市民（一般消費者）
に開放し、ふれあいの場を通じて、食の安
心・安全における生鮮食料品等への関心を
高めるとともに、市場の役割について理解
を求め、もって消費の拡大と市場の活性化
を図る

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10月23日を開催案として
開催方法及び開催可否を検討

無 実施せず 有 Ｃ

感染が拡大する中で、数千人
規模のイベントを企画するに
あたり、充分な感染抑止策を
見出すことができなかった。

                  4,000 - 中央卸売市場
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

99 市場見学
市場の機能、役割を一般市民に知ってもら
うため、施設見学（一般見学・早朝見学）
を行う

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ 開催方法及び再開時期を検討 無 計6回の実施、63人の参加 有 A

市民に安定的に生鮮食料品を
供給するという市場機能を維
持するため、感染が拡大する
中で市場外からの来場者を受
け入れることができなかっ
た。

                         5 1 中央卸売市場
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画

100
地産地消の推進
（再掲）

産地づくりの実施、生産者と消費者の交流
活動の実施、直売所、学校・福祉施設、観
光施設・外食産業、量販店等における地場
産農産物の利用促進、地産地消に関する情
報提供などを推進する

現
状
維
持

農産物購入先とリンク
するホームページの掲
載
お茶の美味しい入れ方
教室実施小学校率100％

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
お茶の美味しい入れ方教室を
希望する全ての市内小学校で
実施

無
お茶の美味しい入れ方教室を
希望した68校に実施した。

有 A

各学校からの感染予防に配慮
した実施内容の意向を伺い、
事業を実施した。お茶の入れ
方をはじめ、静岡市のお茶の
種類や歴史、産地を学ぶこと
により、静岡市のお茶に対す
る興味・関心が高まった。

                  3,811 3,261 農業政策課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(2)消費者教育(学習)の機会の提
供＝静岡市消費者教育推進計画
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若
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基本方針 基本施策 備考欄コ
ロ
ナ
の

実
績
へ
の
影
響

達
成
度

事業実施の効果
※コロナの影響「有」の場合
は具体的にどう影響したのか
この欄に合わせて記載してく

ださい

現
計
予
算

（

千
円
）

№ 事 業 名 称 事　業　概　要
方
向
性

令和４年度の到達目標

対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

101
発見！しずおか旬
の食材プロジェク
ト(再掲)

本市において豊かな自然を生かし生産され
ているお茶、みかん、いちご、しらす、さ
くらえび等の農水産物を旬の時期に多くの
消費者が食することができるよう、情報
誌、ホームページを活用し、市内外にＰＲ
し、消費の拡大を図る

拡
大
・
充
実

ホームページを介した
リンク先への累計アク
セス数

48,000件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ホームページを介したリンク
先への年間アクセス数
                             11,400件

無
ホームページを介したリンク
先への年間アクセス数
                             8,300件

無 Ｂ

市内農業者の直売所などの
ホームページにアクセスする
ことで、市内農水産物の消費
拡大へつなげることができ
た。

                     330 330 農業政策課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

103
消費生活市民協働
事業

消費生活展やくらしの出張教室などを消費
者団体と協働で開催し、消費者団体の活動
の活性化を図る

現
状
維
持

しずおか市消費者協会
が自主事業を継続的に

実施
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

消費生活展1回
くらしの一日講座1回
企画・運営

無
消費生活展1回
くらしの一日講座1回

無 A
イベントの開催を通じて消費
者団体の活性化が図られた

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(3)消費者施策への意見の反映

104
くらしの一日講座
（消費者志向経営
編）

消費者が意見を述べるとともに、事業者の
取組等を理解する機会として意見交換会を
開催する

現
状
維
持

年１回の開催 〇 〇 〇 年１回の開催 無 １回開催 無 A

受講生（親子）が、身近な事
業者の取組を通じて、人や環
境に配慮した生活について理
解を深めることができた。

                       10 1
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(3)消費者施策への意見の反映

105 消費生活展(再掲)
市民に様々な消費生活の情報を提供し、生
活を見直す機会とするとともに、消費者団
体の育成を図る

現
状
維
持

来場者数　4,000名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
開催１回
※来場者1,000人

無 11/12開催（702人） 無 Ｂ

２年ぶりの屋外開催での実施
でエシカル消費について広く
啓発することができたが、来
場者が目標の７割であったたB
評価とする

 832の一部 761の一部
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(3)消費者施策への意見の反映
一括の委託のため、くらしの一日講座
（一般編・エシカル消費編）費用含む。

107 消費者団体の育成

市内の消費者団体とりまとめるしずおか市
消費者協会の事業を助成するとともに、活
動の場の提供、助言などを行い、消費者市
民の担い手となる消費者団体を育成する

現
状
維
持

加入団体数　10団体 ○ ○
理事・三役等との意見交換
累計12回

無 12回実施 無 A
本市消費者行政の考え方や協
会活動についての情報共有を
行うことができた

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(3)消費者施策への意見の反映

108
消費生活審議会に
おける意見の把握

学識経験者、消費者代表、事業者代表等で
構成する消費生活審議会を年２回程度開催
し、消費生活基本計画についての進捗管
理、消費者施策・事業について意見聴取す
る

現
状
維
持

審議内容を消費者施策
に反映させていく

〇 会議開催　３回 無
３回開催（７月21日、１月
20日、３月20日）

無 A

審議会で出された様々な意見
を、「第３次静岡市消費生活
基本計画」の策定、消費者行
政の取組の参考にすることが
できた。

                     345 253
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(3)消費者施策への意見の反映

109
市長に対する申し
出制度

条例に違反する行為等に対して市が条例上
の措置を講じていない場合に、必要な措置
を求めて市民が市長へ申し出ることができ
る

現
状
維
持

- ○ ○ ○ 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(3)消費者施策への意見の反映

111
食の安心・安全意
見交換会(再掲)

生産者、食品等事業者、消費者、学識経験
者、報道関係者等で構成される「静岡市食
の安心・安全意見交換会委員」が、食の安
心・安全に関するテーマやアクションプラ
ンについて、それぞれの立場で意見を表明
する意見交換会を年１～２回開催する

現
状
維
持

- ○ ○ ○ 年２回開催 無 ２回実施 無 A
委員の意見を確認し、各事業
の内容充実につながった。

                     288 173 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

112
商業振興基本計画
の推進事業

商業振興を図ることで、市民生活面、地域
経済面及びまちづくり面の各面からの成果
を目指す。その施策として制定・策定した
商業振興基本条例及び商業振興基本計画に
基づき、商業振興審議会において、具体的
な施策を検討し、実施する

現
状
維
持

・商業振興基本計画に
おいて位置付けた４つ
の重点プロジェクトに
対して、具体的で効果
的な支援施策を策定・
実施する
・審議会における議論
を踏まえ、「第2次商業
振興基本計画」を策定
する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審議会の開催　3回 無 審議会の開催　3回 無 A

審議会において十分に議論を
重ね、パブリックコメントの
実施を経たうえで、消費者の
多様なニーズに応える商業を
目指す「第2次商業振興基本計
画」を策定することができ
た。

                     552 334 商業労政課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(3)消費者施策への意見の反映

113 消費生活相談事業
事業者が供給し、または提供する商品等に
関し、消費者から生じた苦情を専門的知見
に基づいて適切かつ迅速に処理する

現
状
維
持

消費者トラブルに対し
て、消費生活センター
に相談しようと思う人
の割合  　11.6％

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
相談員の配置
相談員企画研修　１回

無

相談員の配置
相談員企画研修１回（２月28
日）
※消費生活センターに相談し
ようと思う人の割合
61.0％

無 A

相談員には庁内外で研修の受
講機会を提供し、相談の質の
向上、信頼感の向上に務め
た。

                         - 20
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

114
高齢者の消費者被
害防止のための見
守りネットワーク

連絡会議の開催、見守り者への情報提供、
見守り者への見守り依頼

拡
大
・
充
実

高齢者の見守り者への
年間情報提供回数  12回
＋α

○
高齢者の見守り者への年間情
報提供回数　12回

無
情報提供20回
高齢者見守りネットワークリ
フレットの更新　１回

無 A

地域包括支援センター、居宅
介護支援事業所に消費者トラ
ブル等の啓発を定期的に行
い、見守り者への啓発が計れ
た。

                     300 225
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済
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114
-1

通話録音装置等普
及促進事業

通話録音装置・着信拒否装置等の購入費の
補助及び通話録音装置の貸出を行う。購入
費の補助は65歳以上の高齢者を対象とし、
1世帯1回限り。100％補助とし、補助金の
上限は5,000円。
※補助事業は令和２年度で終了し、令和３
年度からは貸出事業に更新した。

拡
大
・
充
実

高齢者の消費者被害の
減少

〇 貸出の推進に係る広報　３回 無

①生活協同組合ユーコープと
の連携による配布
②地域包括支援センター連絡
会での配布
③各種講座等での配布

無 A

通話録音装置貸出を通じて、
消費者トラブル未然防止の重
要性について高齢者やその見
守り者に考えていただく機会
の提供ができた。

317                     295
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

115
静岡市消費者安全
確保地域協議会

消費生活上特に配慮を要する消費者の見守
り等必要な取組を行う

拡
大
・
充
実

協議会の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
地域包括支援センター連絡会
議　１回
県との意見交換　１回

無

地域包括支援センター連絡会
議　３回（９月15日、11月
18日、１月20日）
県や県内中部地域の市町との
意見交換　１回（２月28日）

無 A

地域包括支援センター連絡会
議において、見守り者の情報
共有を行った。また、県や県
内中部地域の市町と設置に関
する意見交換を行った。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

116
静岡市消費者問題
連絡会(再掲)

消費生活センター及び市内3警察署が悪質
商法の相談等について情報交換、意見交換
を行う

現
状
維
持

警察署が高齢者見守り
ネットワークの協力機
関として位置付けられ
ている

- - - - - - - 開催回数　年１回 無 １回開催（８月10日） 無 A

令和３年度静岡市消費生活相
談の傾向の説明、通話録音装
置貸出事業に関する市民への
周知等に御協力をいただい
た。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

117
多重債務者相談事
業

多重債務問題改善プログラムに基づき、相
談窓口による積極的な対応と、税務、国
保、福祉等の関係課や市民団体との連携に
より、消費生活センターでの相談、相談等
の広報、関係課への情報提供などを行う

縮
小

随時 ○ ○ ○ 随時 無
随時相談を受け付けた（216
件）

無 A

消費生活相談員が、必要に応
じて、法律の専門家へとつな
ぐなど、多重債務者の問題解
決の支援ができた。

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

118
静岡市消費者苦情
処理委員会

消費生活センターであっせんしたにもかか
わらず解決しなかった事案のうち、市民の
消費生活に重大な影響を与えるまたはその
恐れがある事案について、消費者問題に精
通する学識経験者等の委員の合議制によ
り、消費者苦情のあっせん・調停を行う

現
状
維
持

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

119
訴訟援助制度の運
用

消費者が当事者となる訴訟で、同様の被害
が多発し、または発生するおそれのある苦
情などについて、訴訟費用の貸付けを行
い、訴訟活動に必要な情報提供を行う

現
状
維
持

- ○ ○ ○ 随時 無 該当事案が無く、実績なし 無 － －                          - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

120
静岡市・静岡市警
察部連絡会議(再
掲)

静岡市警察部と静岡市が関連行政を中心と
した意見及び情報交換を行う

現
状
維
持

市と警察の連絡体制を
引き続き確保する

- - - - - - -

開催回数　　年１回
参加者
市：市民局長、市民局次長、
生活安心安全課長、各区長等
警察：静岡市警察部長、静岡
市警察部庶務課長、市内各警
察署長等

無 未実施 有 Ｃ

先方のオンライン会議設備状
況によりオンラインでの開催
は不可能な状況であり、対面
での開催を模索したが、コロ
ナの感染状況を踏まえ開催を
断念した。

                         - - 生活安心安全課（生
活安全安心課）

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

121 市民相談事業
市民が安心、安全な生活を営むため、金銭
貸借、相続、離婚等の生活相談から弁護士
法律相談等の専門相談を実施する

現
状
維
持

ー ○ ◎ ○
一般相談の開設
特別相談の開設（各協力団体
と連絡調整）

無
一般相談　9,401件
特別相談　1,886件

無 A

市民の身近な相談窓口とし
て、各種相談を実施すること
により、市民の不安解消、安
全・安心な生活に繋がった。

                         - 2,473
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済 各区地域総務課と連携

122
多文化共生事業
多言語による相談

日本語が不自由な外国人に母語ややさしい
日本語で情報提供を行い、日本での生活で
生じる様々な問題について相談を受けるこ
とで、外国人が自立、安定した社会生活を
おくることができるよう支援する

拡
大
・
充
実

協会窓口における生活
相談　800件　（多言語
対応）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
静岡市多文化共生総合相談セ
ンターにおける生活相談
1,000件　（多言語対応）

無
静岡市多文化共生総合相談セ
ンターにおける生活相談
1,359件　（多言語対応）

無 A
安心して生活できる環境の提
供ができた

                12,997 11,945
　国際交流課
（静岡市国際交流
協会）

基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

123
障害者相談支援事
業

地域の障がい者等の福祉に関する各般の問
題について、障がい者・障がい児及びその
関係者からの相談に応じ、障がい者等が自
立した日常生活・社会生活を営むことがで
きるよう必要な情報提供・助言、その他権
利擁護のために必要な支援等を行う

現
状
維
持

引き続き事業を実施
し、障がいのある人の
消費生活に関する支援
や被害防止に努めてい
く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・　障害者相談支援推進業務
１か所
・　障害者等相談支援事業
（身体障がい）　３か所
・　障害者等相談支援事業
（知的障がい）　４か所

無

・　障害者相談支援推進業務
１か所
・　障害者等相談支援事業
（身体障がい）　３か所
・　障害者等相談支援事業
（知的障がい）　４か所

無 A

障がいのある人の日常生活の
相談に応じることにより、障
害のある人の消費生活に関す
る支援や被害防止に努めた。

              111,331 110,072 障害福祉企画課
基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済
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124
発達障害者支援事
業

自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如多
動性障害、学習障害などの発達障がい者へ
の相談に応じ、関係機関と連携し、必要な
支援等を行う

現
状
維
持

引き続き事業を実施
し、発達障がいのある
人の消費生活に関する
支援や被害防止に努め
ていく

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・実施箇所数　　　  １か所
・相談件数（延べ）　2,684
件
・関係機関助言件数　197件
・市民・外部機関向け講座
　　213回

無

・実施箇所数　　　  １か所
・相談件数（延べ）　3,498
件
・関係機関助言件数　261件
・市民・外部機関向け講座
　　184回

無 A
発達障がいのある人や家族の
相談に応じ、消費生活に関す
る支援や被害防止に努めた。

                56,357 56,109 障害福祉企画課
基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

125
ねずみ・衛生害虫
相談事業(再掲)

ねずみ、衛生害虫の相談に応じ、駆除方法
の指導等を行う

現
状
維
持

分かりやすい説明に努
め、適切な駆除・防除
指導を行い、感染症の
予防と公衆衛生の向上
を図る

    ○ ○ ○
動物・昆虫媒介による感染症
発生件数０件

無
動物・昆虫媒介による感染症
発生件数０件（相談件数237
件）

無 A

相談者の理解を得ることがで
き、市民の感染症予防と公衆
衛生の意識の向上を図ること
ができた。

                  1,505 756 保健所生活衛生課
基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

126
医療安全相談事業
(再掲)

医療に関する相談について、助言、医療関
係施設への連絡、他機関紹介を行うほか、
医療従事者の研修、医療情報の提供を行う

現
状
維
持

市政出前講座を活用し
てもらうことで、医療
安全支援センターの認
知度を高め、市民によ
りよい医療の提供を受
けるために必要なこと
をＰＲする

　 　 　 　 ○ ○ ○

相談応需件数900件を想定
（目標ではない）
市政出前講座満足度90％以上
医療従事者研修3回開催
患者相談窓口情報交換会1回
開催

無

相談応需件数は1,741件
市政出前講座満足度97%
医療従事者研修1回開催
患者相談窓口情報交換会
1回実施

有 A

出前講座（4回）、ホームペー
ジへの掲載を通じ医療安全支
援センターの認知度を高める
ことができた。医療従事者研
修が３回予定だったが、新型
コロナウイルス感染症対策の
ため、病院側の都合により２
回中止となった。

                     751 199 保健所生活衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保

127
建築相談業務
(再掲)

建築基準法等に関する建築物などの相談を
受け、問題解決に向けた指導等を行うこと
により、市民生活の住環境の整備を図る

現
状
維
持

- ○ ○ ○

建築基準法等に関する建築物
などの相談を受け、問題解決
に向けた指導等を行うことに
より、市民生活の住環境の整
備を図る。
・ 建築確認等相談
・ 狭あい道路に関する相談

無

窓口、電話で建築基準法等に
関連する各種相談を受け、法
令等の説明や助言を行った。
相談内容によっては現地調
査、現場説明等を実施した。

無 A

相談対応により問題解決を図
ることができ、市民生活の良
好な住環境の整備につながっ
た。

                         - - 建築指導課
基本方針3　消費者被害から
の迅速な救済

(1)被害からの迅速な救済

128
地球温暖化対策啓
発事業

地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量
を削減するため、地球温暖化防止普及啓発
イベント等を実施する。また、清水エスパ
ルスと連携した事業を展開し、これまで実
施してきたしずおかエコライフチェック
に、国民運動COOL CHOICEの賛同（地
球温暖化防止に取り組むことを宣言）項目
を新たに加え賛同を得る

現
状
維
持

市民の環境に配慮した
ライフスタイルへの転
換を促進する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 民間事業者と連携した普及啓
発活動　年４回実施

無
民間事業者と連携した普及啓
発活動　年８回実施

無 A 市民に対して効果的なCOOL
CHOICE普及啓発ができた。

8,000                  33 環境創造課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

129
環境学習指導員派
遣事業(再掲)

環境に関する意識のより一層の醸成と市民
等の自発的な環境保全活動を促進すること
を目的とし、市民団体等が実施する環境学
習会に指導員を派遣する

現
状
維
持

市民の自発的な環境保
全活動を促進する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年間延べ派遣人数200人 無 年間延べ派遣人数220人 無 A
環境学習会
実施回数…85回
参加人数…4,165人

                  2,734 2,420
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

130
環境学習ハンド
ブック作成事業(再
掲)

身近な環境、静岡市の環境について、テー
マを定め、小学生向けの環境啓発用ハンド
ブックを作成し、市内の小学校４年生全員
に配布する

現
状
維
持

事業の継続（小学４年
生全員への環境学習ハ
ンドブックの配布）

○

環境学習ハンドブックを１
テーマ作成、市内の小学校、
中学校、高校に各５部配布。
要望に基づき追加配布。

無

環境学習ハンドブックを１
テーマ作成し、市内学校
（小・中・高・特別支援）に
５部ずつ配布した。随時配布
申請があればその対応をし
た。

無 A
主に子どもの環境に対する興
味を向上させることができ
た。

                     600 591
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

130
-1

南アルプスユネス
コエコパーク啓発
ハンドブックの配
布（再掲）

子ども向け南アルプスユネスコエコパーク
学習冊子を市内全小学３年生に配布し、し
ずおか学副読本等の補助教材として活用す
ることで南アルプス教育（人と自然との共
生の理解）の普及を図る

現
状
維
持

事業の継続（小学３年
生全員への環境学習ハ
ンドブックの配布）

○

・ハンドブックの作成
・市内全小学３年生に配布
8,000部作成
5,700部配布

無

ハンドブックの作成、市内全
小学３年生に配布完了
5,500部作成
5,721部配布

無 Ｂ

「しずおかの宝 南アルプスユ
ネスコエコパーク 自然ととも
に暮らす」を作成、配布し、
市内小学３年生の自然を大切
にする心を育むことができ
た。

                     169 157
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動
ハンドブックは前年度の余剰分を鑑み
て、発注部数を削減したため、作成部数
については目標に達していない。

132

自然と環境学習の
情報サイト「しず
おかみんなのしぜ
んたんけんてちょ
う」（再掲）

静岡市の生き物のいる場所、自然につい
て、環境教育について、行政や市民団体等
の情報を発信するウェブサイト
情報を発信、共有することにより環境に対
する意識の高い人、自ら行動する人を育成
し、協働による環境保全施策を実施する

現
状
維
持

年間ＰＶ（ページ
ビュー）数
35,000件

○ ○ ○ ○ ○ ○ 年間PV（ページビュー）数
55,000件

無
年間PV（ページビュー）数
55,523件

無 A
年間PV数が増加し、市民へ環
境学習関連情報を発信でき
た。

1,272                  955
環境創造課

（R5：環境共生
課）

基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

133
市民学習支援（夏
休み講座の開催）
(再掲)

毎年、静岡科学館る・く・るで開催され
る、サイエンスフェスティバルinる・く・
る「青少年のための科学の祭典」にテーマ
を決め、出展をする

現
状
維
持

より多くの子ども達が
科学に興味を持ち、科
学的見地から食の安全
安心や生活環境の変化
を理解していく。

○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

静岡科学館る・く・るで開催
される、サイエンスフェス
ティバルinる・く・る「青少
年のための科学の祭典」に出
展

無

令和４年８月14日に、静岡科
学館る・く・るで開催のサイ
エンスフェスティバルinる・
く・る2022「青少年のため
の科学の祭典」第26回静岡大
会に出展。
参加人数107人

無 A
多くの子どもたちに科学への
興味を抱かせる体験をさせる
ことができた。

                     144 24 環境保健研究所
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動
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136
ごみリサイクル展
（再掲）

市民のごみ減量及び再資源化に関する意識
を啓発するため、協力団体と共に、各種体
験コーナー、静岡市のごみ処理状況の紹
介、ごみ減量のPRを行う

方
法
改
善

市民認知度の向上を目
指すとともに、市民生
活に根付いたイベント
とする

○
ごみ減量意識が向上した人の
割合90％

無
ごみ減量意識が向上した人の
割合90％

有 A

新型コロナウイルス感染症の
蔓延に伴い、十分な感染症対
策ができないと判断し、中
止。代替イベントとして、ご
み減量啓発イベント（ピク
ニックガーデン等）を実施。

                     764 - ごみ減量推進課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

137
静岡市４R推進委
員会

市民・事業者・行政それぞれの立場で４Ｒ
への取組や活動に対して、委員会として各
団体相互の連絡・調整や、事業の協力・支
援・要請などを行い、ごみ減量を推進する

現
状
維
持

委員会の活動を推進
し、一般廃棄物処理基
本計画に基づく、ごみ
総排出量の目標値達成
に向けて取組を行う

４R推進委員会としての啓発
活動の実施１回

無
４R推進委員会としての啓発
活動の実施１回

有 A

コロナウイルス感染症対策の
為、文書で開催
推進委員との啓発活動につい
ては、コロナウイルス感染症
拡大のため実施を見合わせ
た。

                     260 - ごみ減量推進課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

137
-1

食品ロス削減事業

食品ロス削減について幅広い対象へ周知を
図るために、イベントなどの機会をとらえ
て啓発活動を実施し、市民へ意識の浸透を
図っていく

現
状
維
持

・小学生へのごみ減量
啓発講座での食品ロス
啓発機会の確保
・しずおか市消費者協
会など他団体との連携
による幅広い啓発活動
の実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・小学校４年生向けごみ減量
啓発講座の理解度100％
・イベントや出前講座等での
啓発１回以上

無

・小学校４年生向けごみ減量
啓発講座の開催75回
・フードドライブ啓発イベン
トの実施15回

無 A

・小学校４年生向けごみ減量
啓発講座の理解度95.6％
・フードドライブ啓発でごみ
減量意識が向上した人の割合
87.6％

                     233 - ごみ減量推進課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

138
古紙等資源回収活
動奨励金交付制度

古紙等資源の回収活動を行う、営利を目的
としない団体を対象に奨励金を交付する

現
状
維
持

引き続き、家庭から排
出される古紙等の再利
用を促進し、ごみ減量
化に努める

○ ○ ○ ○ 全申請団体に奨励金交付 無 全申請団体に奨励金交付 無 A
家庭から排出される古紙等の
再利用の促進及びごみ減量化
につながった。

42,500                41,433 収集業務課 基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

140

廃棄物不法投棄監
視業務（不法投棄
監視体制の維持・
充実）

不法投棄を未然に防止するため、その監視
体制を強化するべく、市民、事業者、行政
が一体となり、廃棄物の不法投棄、不適正
処理等を監視し、廃棄物の適正処理を確保
する

現
状
維
持

市民、事業者、行政の
協働により監視体制を
維持し、不法投棄、不
適正処理等の減少を目
指し、廃棄物の適正処
理の確保を目指す

・監視機動班出動90日
・不法投棄監視スカイパト
ロール２回
・山間地等廃棄物不法投棄監
視員委嘱35地区133人

無

・監視機動班出動90日
・不法投棄監視スカイパト
ロール２回
・山間地等廃棄物不法投棄監
視員委嘱35地区133人

無 A

市民、事業者、行政の協働に
より、不法投棄の未然防止、
不適正処理の監視を実施した
ことにより廃棄物適正処理の
確保が図れた。

5,086                  3,521 廃棄物対策課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

141
くらしの一日講座
（エシカル編）

環境や健康のことを考えて買い物や生活を
する消費者を育成する講座の実施

拡
大
・
充
実

くらしの一日講座(エシ
カル編）（旧グリーン
コンシューマー講座）
の年間受講者数　60人

○ ○ ○ １回開催（50名） 無 １回開催（10/18）39名 無 A

誰でも今日からできるエシカ
ル消費!!～SDGsにつなげよう
～
をテーマに受講者にエシカル
消費について考えてもらう機
会となった。

 395の一部 395の一部
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動
複数の業務の委託契約事業に当たるた
め、決算額は消費生活展にまとめた。

143
環境に関する講座
の開催（再掲）

生涯学習施設において、環境に関する講座
を開催する

現
状
維
持

現代的課題を扱った
テーマで講座を開催

○ ○  講座開催施設数　37施設中
30施設

無
講座開催施設数　37施設中
31施設

無 A
幅広い対象に対して多様な講
座を開催することで、普及啓
発につながった。

 指定管理料に含
む

 指定管理料に含む 生涯学習推進課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

144
地産地消の推進
（再掲）

産地づくりの実施、生産者と消費者の交流
活動の実施、直売所、学校・福祉施設、観
光施設・外食産業、量販店等における地場
産農産物の利用促進、地産地消に関する情
報提供などを推進する

現
状
維
持

農産物購入先とリンク
するホームページの掲
載
お茶の美味しい入れ方
教室実施小学校率100％

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
お茶の美味しい入れ方教室を
希望する全ての市内小学校で
実施

無
お茶の美味しい入れ方教室を
希望した68校に実施した。

有 A

各学校からの感染予防に配慮
した実施内容の意向を伺い、
事業を実施した。お茶の入れ
方をはじめ、静岡市のお茶の
種類や歴史、産地を学ぶこと
により、静岡市のお茶に対す
る興味・関心が高まった。

                  3,811 3,261 農業政策課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

145
発見！しずおか旬
の食材プロジェク
ト(再掲)

本市において豊かな自然を生かし生産され
ているお茶、みかん、いちご、しらす、さ
くらえび等の農水産物を旬の時期に多くの
消費者が食することができるよう、情報
誌、ホームページを活用し、市内外にＰＲ
し、消費の拡大を図る

拡
大
・
充
実

ホームページを介した
リンク先への累計アク
セス数

48,000件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ホームページを介したリンク
先への年間アクセス数
                             11,400件

無
ホームページを介したリンク
先への年間アクセス数
                             8,300件

無 Ｂ

市内農業者の直売所などの
ホームページにアクセスする
ことで、市内農水産物の消費
拡大へつなげることができ
た。

                     330 330 農業政策課
基本方針2　自立した消費
者、消費者市民の育成

(1)必要な情報の提供

146
静岡地域材活用促
進事業(再掲)

静岡地域材活用住宅推進協議会が実施する
事業への補助を行う
〇静岡ひのき・杉の家推進事業…地域材を
活用して住宅を新築、増改築する施主に対
し、構造用の柱・土台、内装用の床材・壁
材を提供する
〇静岡ぬくもりの空間推進事業…公益的施
設の新築、増改築する施主に対し、地域材
の建築用木材を提供する

現
状
維
持

年度ごとの補助目標件
数の達成
地域材を活かしたぬく
もりのある生活空間の
普及

○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

（１）個人住宅への柱・土台
100本プレゼント事業
構造材　180件
内装材　130件
（２）公益的施設、商業施設
への建築用木材プレゼント事
業
11件

無

（１）個人住宅への柱・土台
100本プレゼント事業
構造材　125件
内装材　95件
（２）公益的施設、商業施設
への建築用木材プレゼント事
業
12件

無 Ｂ

全国的な住宅着工件数の減少
の影響を受け、個人住宅への
補助実績が減少したが、公益
的施設・商業施設への補助実
績は目標を上回り、木のぬく
もりを感じることのできる空
間を多数創出した。

 95,000 75,347 中山間地振興課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(1)環境に配慮した消費行動

148
情報リテラシーに
関する講座の開催

生涯学習施設において、情報リテラシーに
関する講座を開催する

現
状
維
持

現代的課題を扱った
テーマで講座を開催

○ ○ ○ 講座開催施設数　37施設中
15施設

無
講座開催施設数　37施設中
36施設

無 A
主に高齢者を対象に講座を開
催することで、デジタルディ
バイド解消に寄与した。

 指定管理料に含
む

 指定管理料に含む 生涯学習推進課
基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(2)高度情報通信社会の進展へ
の対応
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ロ
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実
績
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達
成
度
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現
計
予
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千
円
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№ 事 業 名 称 事　業　概　要
方
向
性

令和４年度の到達目標

対　　　　象

※No.については、事業が完了しているものが欠番となっています。

149
多文化共生事業
多言語による相談
(再掲)

日本語が不自由な外国人に母語ややさしい
日本語で情報提供を行い、日本での生活で
生じる様々な問題について相談を受けるこ
とで、外国人が自立、安定した社会生活を
おくることができるよう支援する

拡
大
・
充
実

協会窓口における生活
相談　800件　（多言語
対応）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
静岡市多文化共生総合相談セ
ンターにおける生活相談
1,000件　（多言語対応）

無
静岡市多文化共生総合相談セ
ンターにおける生活相談
1,359件　（多言語対応）

無 A
安心して生活できる環境の提
供ができた

                12,997 11,945
　国際交流課
（静岡市国際交流
協会）

基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(3)国際化の進展への対応

154
５言語の外国語の
チラシの作成、配
布

英語、ポルトガル語、スペイン語、中国
語、フィリピン語のチラシを作成し、生活
安心安全課、男女参画・多文化共生課、各
区地域総務課市民相談窓口等で配布する

現
状
維
持

- ○ ○ ○ 適宜修正し配布 無 随時配布 無 －

５言語の外国語のチラシを各
種窓口で配布し、消費生活セ
ンターへの相談について周知
した

                         - -
生活安心安全課（生
活安全安心課）：消
費生活センター

基本方針４　経済社会の発展
等の環境変化への対応

(3)国際化の進展への対応

155
食品衛生監視指導
事業(再掲)

食品衛生監視指導計画（食品衛生法）に基
づき、食品衛生関係営業施設の許認可や監
視指導、食品等の収去検査、食品衛生の普
及向上、啓発のための講習会開催などを実
施する

現
状
維
持

- ○ ○ ○

営業許可件数　申請に応じて
処理
総指導監視件数　5,500件
収去検体数　300件
食品衛生講習会　申込みに応
じて実施

無

営業許可件数　2,552件
総指導監視研修　8,445件
収去件数　341件
食品衛生講習会　28回

無 A

食品衛生講習会については、
コロナの影響により計画通り
実施できなかったが、食品衛
生に関するリーフレットの配
布や動画の作成・配信をおこ
なった。また、食品営業施設
への立入検査を効率的に行っ
たことで、食品衛生の向上に
つながった。

                12,995 8,927 保健所食品衛生課
基本方針１　消費生活の安
心・安全の確保

(1)商品やサービス等の安全性
の確保


